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熱中症事故の防止について 

 
１ 経  緯 

このことについて、国及び県からの通知を受け、ＷＢＧＴ（暑さ指数）への注意を喚

起する観点から部活動の実施に関する対応の校内指針を定めます。 

 

２ ＷＢＧＴ、観測気温による判断 

(1)ＷＢＧＴ25度、観測気温28度を超えた時点 

部活動中の生徒は、こまめな水分や塩分を補給し、積極的に休憩を取るなど、熱中

症にならないよう厳重に警戒する。 

(2)ＷＢＧＴ28度、観測気温31℃を超えた時点 

部活動中の生徒は、激しい運動など体温が上昇しやすい運動は避け、顧問の指示に

従って、熱中症にならないよう活動の中止を含め、厳重に警戒する。 

顧問が立ち会っていない部活動はすぐに中止させる。 

(3)ＷＢＧＴ31度、観測気温35℃以上 

部活動等は原則として中止とする。 

 

３ 運用方法 

(1) 室内外を問わず、ＷＢＧＴ、観測気温のいずれかで判断する。 

(2) 校外等、測定器の無い場所での活動の場合は、環境省熱中症予防情報サイトから観

測地点（神戸）のＷＢＧＴ値で判断することが可能。 

(3) 生徒の体調等を考慮し、上記の規準値に満たない場合でも、生徒の安全を第一に判

断し、活動中止にすることは可能。 

環境省 熱中症予防情報サイト（http://www.wbgt.env.go.jp/）より 


